
令和7年度
鯖江市地域クラブ活動推進協議会

鯖江市教育委員会



報告事項

〇令和５～７年度活動報告
連携・協働期間



地域クラブ活動登録（中学生）



指
導
者

登
録
状
況

令
和
８
年
度
指
導
者

〇R8
・減少理由

地域指導者：協力する⇒名前だけ
教 員 ：完全実施⇒自分の時間

・教員の中には
指導者がいないと子どもたちの活動
に支障が生じる



指導者発掘

〇Ｒ５～Ｒ７

・関係機関協力依頼

・指導者募集 ⇒ 自己･他者推薦(６名)  ⇒  クラブ･学校が承認した指導者
（鯖江市地域クラブ活動基本方針（R4））

⇒  １名承認（学校部活動の意義の継承・発展）、５名は非承認

〇Ｒ８以降の地域指導者確認

・現指導者意向確認 ⇒ 地域指導者、学校顧問

・小学校教員意識調査 ⇒ 地域クラブ活動の周知兼ねる

・不足種目 ⇒ 関係団体等依頼・企業関係への就職支援（後述）

・指導者がいない種目 ⇒ クラブ間合同活動等を検討





（国）総合的なガイドラインR7.12.16

（概要）

今までの鯖江市活動（振り返り）



新
た
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
趣
旨
・
全
体
構
成



①
平
日
に
関
し
て
も
言
及

②
認
定
制
度
の
開
始

新
た
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
主
な
内
容

鯖江市実践

鯖江市
不足・検討

R8実践予定





総合的なガイドライン
（骨子）



Ⅰ

改
革
の
基
本
的
な
考
え
方
・
方
向
性

新
た
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
骨
子



→ 様子を見ながら進める

休日の活動を定着することを優先
持  続  性：持続可能な活動となる根拠が乏しい （指導者・送迎・こどもへの影響・家庭負担等）

指  導  者：平日の平時に指導できる指導者が鯖江市にどのくらいいるのか

送 迎：子どもの送迎が可能な家庭はどのくらいいるのか

鯖江市は共働きの家庭が多く、夕方から夜の活動に子どもの送迎ができるのか

生徒影響：中学生の生活習慣、子どもの健全育成への影響

取り組む中学生の減少（現在：スポ少加入児童の減少）

平日の平時に活動することは難しいため、夕方から夜に活動することによる影響はないのか

家庭負担：保護者負担が増える可能性大

休日活動で指導者謝金制度を整えるにあたり、平日にも適用した場合の保護者負担

令和7年度は休日の活動 → 最終年度
指  導  者：地域指導者の発掘 、 周 知 ： 市民全体への周知

平日の地域展開

Ｒ６協議会決定



二

地
域
ク
ラ
ブ
活
動
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り
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認
定
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た
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
骨
子

本日：協議事項



岐
阜
県
教
委
R6
実
践

認
定
制
度
の
必
要
性

福
井
県
内
中
体
連
結
果

別
紙
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の
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（
国
）
参
考
資
料
抜
粋



鯖江市役所
教育委員会 総括コーディネーター

（地域クラブ振興、各コーディネーターとの調整、庁内各課調整、会議開催・調査）
 ･スポーツ課(鯖江市運動・スポーツ推進計画 推進委員会）
 ･学校教育課、生涯学習課、 教育政策課  

首長部局  ･総合政策課、秘書広聴課

中学校
鯖江中・中央中・東陽中

・校長
（兼職兼業届（教職員意向確認））

・(学校)地域クラブ担当
   部活動顧問会議・集約

運動部

・〇〇部顧問
・〇〇部顧問
・〇〇部顧問
・〇〇部顧問
・〇〇部顧問

文化部
・〇〇部顧問
・〇〇部顧問

中学校区の総合型地域スポーツクラブ

三クラブ連絡協議会

・スポーツ協会
・スポーツ少年団
・文化協議会
・吹奏楽関連団体
・合唱関連団体
・PTA 等

(特)さばえスポーツクラブ
・地域コーディネーター
・文化コーディネーター

鯖江北ｺﾐｭﾆﾃｨｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
・地域コーディネーター
・文化コーディネーター

東陽スポーツクラブ
・地域コーディネーター
・文化コーディネーター

鯖江市地域クラブ活動推進協議会
「中学生の学校部活動および地域クラブ活動方針」

・学識経験者  ・スポーツ協会
・文化協議会  ・総合型地域SC
・スポーツ少年団 ・吹奏楽関係     ・合唱関係
・市PTA連合会 ・校長会
・顧問（運動部、文化部）

・検討会(学校、スポーツクラブ)
・中学校校長会
・地域コーデネーター会
・文化コーディネーター会
・（学校）地域クラブ担当者会
・総合型クラブ組織再編委員会

中学生

開 催

指導者
  依頼
発掘

休
日

平
日

（自分の時間）
やりたいこと
休みたい

休
日

鯖江市の地域クラブ活動

小中学生の休日の新たな活動
を模索（R8実践に向けて）

地域のクラブ、アーバンスポーツ
公民館(文化講座・イベント)

～R7連携・協働
R8～融 合

 運動 文化
鯖江中 １６ ５
中央中 １７ ７
東陽中 １０ ３

地域移行種目
 運動 文化

鯖江中 １６ ２
中央中 １５ ２
東陽中 １０ １

・活動場所の調整 ・指導者の調整・確保
・休日・夜の中学校の管理・運用

（スマートロック・校舎内シャッター）
・地域・保護者への周知

委
託

兼職
兼業

アンケート・
意識調査

地域のクラブ、公民館（文化講座、イベント）
（小中学生を募集してもよい・新たな活動）

ク
ラ
ブ
再
編
委
員
会



（
国
）
参
考
資
料
抜
粋



企業との連携（該当者模索中）

○鯖江市から委託を受けている会社
・地域の優秀な人材確保、若者就職希望者の確保、地域貢献（鯖江市）

⇒ 指導者を正社員雇用として受入れ
雇用形態

指導時間も勤務とみなす（派遣勤務）
平日 午前は、会社で勤務

午後は、社員による地域展開での指導（会社kからクラブへ派遣）
休日 地域展開での指導（月曜日振替休など）

・（国）総合的なガイドライン（民間企業として参画）
雇用形態について検討を進めている。 鯖江市と企業、互いにメリットがある。

○鯖江市
・スポーツクラブから推薦 ⇒ 面接 ⇒ 現在、悩んでいる
・実現したなら三者（市・クラブ・企業）協定を締結予定



大学生指導者サポート（鯖江市と大学 包括的連携協定）

・以前より、大学に指導者として学生に関わって貰え
ないか要請（鯖江市）

・大学側から、学生が指導するにあたり、諸問題等
の対応に懸念

・鯖江市から提案

指導者がいるところにサポートで入ることは？

⇒ それなら可能

⇒ 鯖江市と大学との包括連携協定を活用

・鯖江市は若手指導者の創出や指導者不足の解
消にメリット

・学生はカリキュラムの一貫として子どもたち
と関わることができるメリット

・R8募集開始予定で具体内容を協議

（国）総合的なガイドライン（大学）
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（１）運営団体の整備 鯖江市・三クラブの将来（持続可能）に向けた取組

〇地域クラブ活動（部活動地域移行）は一極集中
（R8より事務局を同じ場所）

地域クラブ活動事務等の一極集中 ⇔ 他の活動は継続
将来の３クラブ統合に向けての第一歩 ⇒ JSPO認証制度を
見据えて ※今後も継続した協議が必要

〇三クラブの統合
クラブ組織再編委員会では結論は出ず
11月三クラブ連絡協議会にて統合に向けた取組の合意形成
統合しても地域に根付くよう支店形式を模索

・施設の指定管理を受託し、持続可能な安定した運営を
目指す

・賛助金等を鯖江市全体に依頼
・中学生だけでなく、子どもから高齢者、障がい者まで

幅広い活動の推進
・市民に信頼されるクラブの確立

鯖江市総合型地域スポーツクラブ組織再編委員会
教育委員会、各クラブ代表、学校代表
学識経験者





中学生の地域クラブ活動では、会員がどこのクラブにも参加できるようにするには、保険加入を見直す必要がある。
→ 中学生に関しては、３クラブ統一した名称での保険加入が必要（鯖江市三クラブ連絡協議会）



ICT活用での効率化 R8～

指導者と会員（中学生・保護者）、運営団体と指導者・会員

○アプリを活用した連絡体制

： クラブ ⇔ 指導者 ・・・ 連絡・調整

 情報提供（日程・会場変更等）

： クラブ ⇒ 会 員  ・・・ 情報提供（クラブ関連情報等）

（保護者・中学生）  協力依頼・緊急時対応

： 指導者⇒ 会 員  ・・・  情報提供（日程・会場変更等）

 （保護者・中学生）  緊急時対応



２ 指導者育成

指導者研修
（さばスポ）
顧問と地域指導
者との協議
※指導の一貫性



公認指導者資格取得支援（上限2万円） R７～

【鯖江市運動・スポーツ推進計画 推進委員会 決定事項】

○対象（個人であるが責任所在を団体にするため、申請は市または地区スポーツ少年団）

・スポーツ少年団

スタートコーチ（ジュニア・ユース）

公認野球指導者基礎Ⅰ 等

・総合型地域スポーツクラブ 地域クラブ活動（中学生）

スタートコーチ･･･(ジュニア･ユース)(競技別)(教員免許状所持者)
コーチⅠ、コーチⅠに相当する各中央競技団体公認指導者資格

例：日本サッカー協会 公認C級コーチ

日本バスケットボール協会 公認C級コーチ 等

・スポーツ推進委員協議会、総合型地域スポーツクラブ

障害スポーツ推進、スポーツ教室開催 ⇒インクルーシブ活動（地域クラブ活動）

初級パラスポーツ指導員



１．知る・探る・場をつくる

地域に出向き、地域の実態を知
り、活動場所をつくる

●必要な活動、生み出したい活動は何か
●将来の活動をイメージ
●活動に必要な地域の団体・人材を引き
込む

体験会・イベント

地域でのパラスポーツ活動拡充イメージ
R７鯖江市スポーツ推進委員協議会 説明資料

スポーツ教室

２．地域でつながる

活動が継続できる
形を作る

●地域が主体（やりたいことを生む）
●つながる（連携）
●育てる（指導者・参加者・支援者）
●活動のニーズを生み出す

クラブ・サークル
地域活動への参加

３．定着する

地域での活動定着

●新たな活動へつながる

推

進

委

員

資格取得、計画、コーディネート
・初級パラスポーツ指導者資格取得
・計画作成（年次計画）
・障がい者施設担当者、関係者と協議

準備、場所、活動での配慮等
協力者（支援者）関連等

コーディネート
地域での持続可能な活動に向けて

・受け皿へのバトンタッチ
・受け皿への協力

広報・実践・PDCA・コーディネート
・広報（活動、参加者・支援者募集）
・体験会、出前講座、教室開催
・PDCA
・協力者（支援者等）育成
・受け皿発掘

健常者と障がい者の交流の場
スポーツを通じたインクルーシブ活動



中学生の部活動地域展開

「運営団体・指導者手引き」
鯖江市・三クラブ協議中

鯖江市教育委員会

三クラブ連絡協議会



目次（運営団体・指導者・関係者）

〇クラブ（運営団体）

・活動基本方針 スライド３

・中学校部活動･地域クラブ活動ガイドライン スライド４－５

・地域クラブ活動 認定制度（R8～） スライド６－７

・公認指導者資格取得 スライド８

・情報共有（クラブー指導者ー会員） スライド９

・指導者研修会の開催 スライド１０

・相談窓口の設置 スライド１１

〇指導者・関係者

・地域クラブ活動で求められる指導者･関係者 スライド１３

・地域クラブ活動で期待される指導者･関係者 スライド１４

〇事故防止・危機管理対応

・地域クラブ活動での事故防止対策 スライド１６

・具体の予防 スライド１７

・事故等発生に備えて スライド１８

・学校管理（火災・防災編等） スライド１９

・事故発生時（ケガ・病気）対応 スライド２０

・応急処置・緊急対応 スライド２１

・熱中症（台風・荒天 同様）予防・対応、
発生時対応、重症度

スライド
２２－２５

・落雷予防（活動・会場までの往復含） スライド２６

・突発的な災害（地震・火災）対応 スライド２７

・不審者対応 スライド２８

・施設、物品等の破損対応 スライド２９

〇情報共有・会員への情報提供

・クラブ、指導者が会員に対しての情報共有 スライド３１

・連絡先、活動前準備 スライド３２

暴言・暴力・ハラスメント防止 追加予定



３活動場所の確保 鯖江市立学校管理フロー図案
○従来

○修正（休日中学校を使用する場合）

利用希望者

利用希望者

学校長 教育政策課

利用希望者

スポーツ課

申請 承認

承認後許可書

連絡
総合型地域ス

ポーツクラブ等

使用不可日を連絡

学校長 教育政策課 利用希望者

申請

スケジュール送付

承認後許可書
休日部活動スケジュールを
ダブルチェック（学校＆役所）

・申請ルートに組み込むことで、中学校のクラブ活動の予定管理等の手間を軽減

総合型地域スポーツクラブ

スケジュール送付

教育政策課
スポーツ課



鯖江市スマートロック（休日・夜間での運用）

○学校に体育館等の玄関鍵を収納する

ＢＯＸを設置し、暗証番号で鍵を取り出す

システムの導入

・利用時間帯のみ開閉可能な暗証番号

を利用団体に発行

・暗証番号は1年ごとに変更

・暗証番号使用履歴は所管課で確認

可能

・活動日誌（報告）はQRコードを利用

R5９月より開始
１小学校

１２月以降開始
１１小学校

３中学校

R6スポーツ庁報告書に掲載

電灯 監視カメラ

BOX



鯖江市 校舎内シャッター設置（休日での運用）

○休日の地域クラブ活動が利用でき

る教室と学校教育との動線整備のた

めシャッターを設置

・地域クラブ活動

（文化活動関連想定）

・地域クラブ活動

（運動部活動、更衣、控室、トイレ

  利用 想定）

・雨天時等の退避部屋を想定

R6文化庁報告書に掲載

中央中・東陽中※鯖中は大規模改修にて

R6末に設置
R8～完全実施

学校の業務負担・組織的対応が必要
金曜日夕：教室、シャッター
月曜日朝：上記開錠



生徒の安全安心確保 保険加入（保険比較）

文化活動含



※個人賠償はなく、設置者が責任を負う

36

災害共済給付制度 スポーツ安全保険



団体保険加入（運営団体としての責任）

○スポーツ安全保険 ・・・ 傷害保険、賠償責任（人）

・中学生 三クラブ連絡協議会で加入 → どのクラブの活動にも参加可

・一般クラブ会員 各スポーツクラブ保険加入

○団体保険 ・・・ 団体賠償責任（人・物）

・団体（役員・関係者・会員）活動に対する保険

賠償責任 ・ 物品等破損責任

相談窓口の設置（R8～）

○鯖江市 ・・・  教育委員会スポーツ課

〇運営団体・・・ 神明健康スポーツセンター

クラブ事務局（中学生休日地域クラブ活動事務局一本化）



児童・生徒、保護者、教職員アンケート調査結果（R4～R6）※鯖江市HP（部活動地域展開）

平日の継続・違うこととの両立
（小50.8%、中79.3%）

両立・平日と違うこと
（小7.5%、中3.8%）

自分のための時間
（小31.3%、中9.3%）

休息

満 足
93.2%

不満・
少し不満

5.9%

R5順位同

自分のやりたいこと、時間、休息
中学生：１６.９％(約３５０名）

①生徒等のニーズ把握・反映
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【小
中
学
生
】や
り
た
い
こ
と
は
何
で
す
か

スポーツ 文 化

その他
【小学生】

友達と遊ぶ 、 いろいろな楽器 、 バレエ 、 ものつくり 、 クラフト 、 習い事 、 
ゲーム 、フェンシング 、 釣り 、 ドッヂボール 、 人形浄瑠璃 、 テレビ 、 
ピアノ 、 ウインタースポーツ 、 勉強 、 趣味

【中学生】
ｅスポーツ 、 ゲーム 、 弓道

人人

R7:中学生対象料理教室募集（中河公）⇒希望者なし



地域移行 ⇒ 地域展開
各公民館（館長会・職員会）・NPOセンター協力依頼
〇地域で行っている活動を徐々に増やしていく

１．休日、小中学生を受け入れてくれる団体を募集

・休日に行っている公民館文化講座や地域団体を対象

・公民館文化講座説明会、地域団体に依頼

・書類提出 ⇒ R8より実施予定

２．小中対象も対象となる休日実施イベントの広報・紹介（随時）

・R8より、公民館イベント等を市HP（部活動地域展開）で紹介

・書類提出 ⇒ R８より実施予定



参加者
約１,０００名

R６中学生企画・準備
鯖江中大規模改修前イベント



R8参加者
東陽中校区小学生

約100名
企画・運営中学生

15名



R8参加者 約100名

内:市内小学生10名程度



R6中学生：
やりたいこと自分たちで企画する
委員募集

⇒ 希望者なし

R6アンケート結果(後掲載)
中学生の休日
・平日の継続 79.3%
・両立・平日と違うこと

3.8%
・自分の時間、休息

16.9%
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コンクール・中体連大会対応⇒学校名での出場



令和8年度～休日の学校部活動は
地域クラブ活動完全実施となります

地域クラブ活動⇒休日の活動は、子どもたちの選択、保護者の責任増

鯖江市地域クラブ推進協議会(大学･PTA･学校･ｽﾎﾟｰﾂ･文化関係者)
・中学校区にある総合型地域スポーツクラブが運営主体
 ・休日の中学校施設を中心に活動 ⇒ 子どもが主役

※徒歩や自転車で気軽に安心して活動できる環境

併存期間( R５～７年度：学校と地域が連携・協働する準備期間)
       ・会員からの会費と行政支援（国・県・市）で運営

・指導者：地域から発掘、休日も継続してやりたい先生
・指導者へは謝金
・地区公民館にある既存団体に、子どもたちとの活動を依頼

完全実施（R８～：地域が主体で取り組み学校と連携する）
   ・新会費での実施、三クラブの再編(市民に認められる組織)

(学識経験者・市教委・三クラブ・学校の委員で協議中)
・子どもたちの様々な志向に対応できる環境の整備
・様々な交流の場を発掘（地域・市内・公民館、同世代・異世代）

市教委 ･･･中体連大会(県･ブロック･全国)支援を継続
  コンクール(北陸･全国)､文化部備品購入支援を継続

各中学校･･･ＰＴＡ会費の見直し
※休日の協会主催大会・練習試合等バス経費

R7市P連総会説明資料

※市内在住中学生
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協議事項

〇会費案：受益者負担 案

〇認定地域クラブ活動 案

〇令和８年度以降計画 案



〇第一回（6/30） 、 第二回（7/14） 、第三回（7/28）

第四回（8/7）  、 第五回（9/17） 、第六回（9/26）

第七回（10/9） 、 第八回(10/27)  、第九回(11/20)

会議の運営、検討事項・スケジュール

〇協議内容

・総合的な新たなガイドライン

・地域クラブ活動の要件、認定方法等について

・地域クラブ活動に係る費用負担の在り方について 等

〇総合的なガイドライン

11月パブコメ､11月下旬パブコメ結果報告、12月中旬公表

※費用負担：12月26日予算関連に合わせ公表

（国）調査研究協力者会議



（国）会費（受益者負担）









国：R7.12.26
【参加費のイメージ】

休日に週１回・月４回程度の活動
月額1,000円～3,000円程度を参加
費のイメージとする





協議事項１

・（鯖江市）会費案：受益者負担

クラブ組織再編委員会



クラブ再編組織委員会
〇委員構成

学識経験者（大学教授（協議会委員長）、総括CD）

運営団体（三スポーツクラブ 各2名）

鯖江市教育委員会（事務部長、教育審議官、スポーツ課長）

中学校長代表

〇協議内容

会費・クラブ組織再編

〇会議

4月（2回）、5月（1回）、7月（1回）、10月（1回） 計5回



【鯖江市小中学校保護者】 （R４,R６）
休日の地域クラブ活動の月ごとの会費はどのくらいがよいと思いますか

現在の会費

87.4%



新会費（R8～）案

〇クラブ組織再編会議（７月までに4回開催）

年会費 6,000円（クラブ運営等）

月会費 1,000円（指導者謝金等）

〇10月から最低賃金が1,000円を越える報道

指導者謝金の見直し

(有資格、無資格：1,200円、1,000円 ⇒ 1,600円、1,400円)

三クラブより会費の見直しが必要

（案）年会費 6,000円（クラブ運営等）

月会費 1,500円（指導者関連費）

※３年生希望者：4月～7月(12,000円)、4月～10月（16,500円）

〇協議会を経て決定 ⇒ 保護者への周知（鯖江市広報誌等）

年会費 計18,000円

年会費 計24,000円

他市町1h 1,600円
 2,000円



（
準
要
保
護
家
庭
）

生
活
困
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家
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認定クラブ所属
R8～：24,800

国

市町村が認定
した「認定クラ
ブ活動」





協議事項２

〇認定地域クラブ活動 案
鯖江市における認定地域クラブ活動（案）
 令和８年度鯖江市認定クラブ活動（案）



新たなガイドライン

国

令和7年12月

福井県

令和8年 3月 予定

鯖江市

令和8年 １月

協議会にて鯖江市認定制度を協議・決定



認
定
制
度
の
概
要

鯖江市

・運営団体・実施主体を全体
として評価し、実質的に適
切に運営体制が確保されて
いれば差し支えない

・JSPO登録した総合型地
域スポーツクラブは確
認事項の一部を満たし
ていると判断すること
も考えられる

（国）確認事項⑥
スライド１５

（国）イメージ案②
スライド３

（国）イメージ案⑥
スライド７

R8仮認定 （国）イメージ案⑥スライド７

（国）イメージ案⑧スライド９



鯖江市における認定地域クラブ活動（案）
「決定機関」鯖江市（鯖江市地域クラブ活動協議会）※参考:(国)協議会等の意見を聴く（国）イメージ案⑤スライド６

「種 目」※参考：（国）イメージ③スライド４ 地域クラブ数や競技種目等を定める

〇鯖江市が認定する実施主体は、市内にある部活動種目とし、認定においては、国・福井県が示す「認定要件」を満た

すこと

「認定数・優先順位」 ※参考：（国）イメージ案③スライド４ 認定する地域クラブ数や競技種目等を定める

〇鯖江市から承認する数は、原則、中学校にある種目および活動数とし、R3モデル事業から依頼・委託している

市内総合型地域スポーツクラブ(以下｢総合クラブ｣という。)からの申請を優先する

「対象区域・要件」 ※参考：（国）イメージ案④スライド５ 参加対象となる生徒の居住する対象区域を定める

〇鯖江市が委託している運営団体である総合クラブに所属している実施主体である

〇鯖江市の公共施設利用団体に登録し、市内施設を活動拠点として活動しているクラブであり、在籍者は市内中学生

であっても、同じ中学校生徒のみでの活動ではないこととする

「在籍者」 ※参考：（国）イメージ案③スライド４ 参加対象となる生徒の居住する対象区域を定める

〇実施主体に在籍する中学生は、原則、鯖江市内中学校に在籍する中学生による実施主体であること

ただし、以下の例外に関しては協議をし、決定する

※例外(運営団体と実施主体（団体代表）、鯖江市の三者で協議し、鯖江市が認めた場合とする)

・近隣市町で、種目実績・実施していない種目である（陸上・新体操 等）

・教育的配慮の必要な他市町中学校在籍生徒が在籍している（人間関係、指導者関連等）

    ・その他、特別な理由により、他市町中学校在籍生徒が在籍している

「その他」

〇その他必要な事案が発生した場合には、別途協議することとする



鯖江市における認定地域クラブ活動
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令和８年度鯖江市認定クラブについて（案）

〇モデル事業から取り組む中学校区の総合型地域スポーツ

クラブが運営する実施主体（種目）においては、

「令和８年度 （仮）認定地域クラブ活動」とする。

〇令和９年度正式に認定クラブ活動となるよう、令和８年度

は、鯖江市と運営団体である総合型地域スポーツクラブは、

具体の課題解決に向け取り組むこととする。





〇令和８年度以降の計画 案
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